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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面が開放され下部内側に接続端子が固定されたケースと、
　前記ケースの内側に結合されて上下に移動され、電源接続用プラグの接続ピンが挿入さ
れる一つ以上の挿入孔が形成された昇降板と、
　前記ケースの内部に結合され、電源接続用のプラグの接続ピンが前記挿入孔に挿入され
て前記昇降板を前記ケースの内側方に下降させると前記接続端子と接続ピンが接触された
状態で前記昇降板が下降されて固定されるようにし、前記接続端子と接続ピンが接触され
た状態で前記プラグを前記ケースの下方に押すと前記昇降板が弾性的に上昇されながら前
記接続端子と接続ピンを離隔させる昇降作動部と、を含み、
　前記昇降作動部は、
　前記昇降板から垂直下方に突出され、外側面に係止溝部が形成された中心軸と、
　前記ケースの内側に結合されて前記中心軸の下端を上下に移動自在に収容する昇降ガイ
ドと、
　前記昇降ガイドの内側に挿入され、前記中心軸の下端を弾性支持する弾性部材と、
　前記昇降ガイドの内側に突出され、前記係止溝部に挿入される係止突起と、
　前記係止突起の反対側に前記接続端子の内部に突出され、前記接続端子に結合する前記
接続ピンによって押されて前記係止突起を前記中心軸側に弾性移動させて前記係止溝部に
挿入させる加圧突起と、で構成され、
　前記接続ピンが前記接続端子から分離されて前記押された加圧突起が弾性復元力によっ
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て元の位置に復帰し、前記係止突起が係止溝部から抜け出されることを特徴とする安全コ
ンセント。
【請求項２】
　前記係止溝部は、
　前記プラグを押す力により前記昇降板が下降しながら前記係止突起が前記中心軸の上部
側へ移動されるようにガイドする引入溝と、
　前記係止突起の上昇量を制限する第１上部係止部と、
　前記係止突起が前記第１上部係止部に支持された状態で前記プラグを押す力が除去され
前記弾性部材により前記係止突起が下降される時前記係止部の下降距離を制限する下部係
止部と、
　前記係止突起が前記下部係止部に支持された状態でプラグを押す力により前記係止突起
が上昇される時前記係止突起の上昇距離を制限する第２上部係止部と、
　前記係止突起が前記第２上部係止部に支持された状態で前記プラグを押す力が除去され
前記弾性部材により前記係止突起が下降される時前記係止突起が下部側に引出されるよう
にガイドする引出溝と、で構成されたことを特徴とする請求項１に記載の安全コンセント
。
【請求項３】
　上面が開放され下部内側に接続端子が固定されたケース；
　前記ケースの内側に結合されて上下に移動され、電源接続用のプラグの接続ピンが挿入
される一つ以上の挿入孔が形成された昇降板；及び
　前記ケースの内部に結合され、電源接続用のプラグの接続ピンが前記挿入孔に挿入され
て前記昇降板を前記ケースの内側方に下降させると前記接続端子と接続ピンが接触された
状態で前記昇降板が下降されて固定されるようにし、前記接続端子と接続ピンが接触され
た状態で前記プラグを前記ケースの下方に押すと前記昇降板が弾性的に上昇されながら前
記接続端子と接続ピンを離隔させる昇降作動部と、
　前記昇降板の下部側に回転自在に結合されて前記挿入孔を開閉させる回転板と、
　前記昇降板が下降される時に前記回転板を回転させて前記挿入孔を開放させ、前記昇降
板が上昇される時に前記回転板を回転させて前記挿入孔を閉鎖させる回転板作動部と、を
含む安全コンセント。
【請求項４】
　前記回転板作動部は、
　前記回転板の両端部に突出されたガイド突起と、
　前記ケースの内側面に前記昇降板の上下移動方向に沿って陥没された第１ガイド溝と、
　前記第１ガイド溝の下部側に一側方に傾斜するように陥没された第２ガイド溝と、
　前記回転板の下部側に結合され回転板を上部側に弾力支持する第２弾性部材と、で構成
されたことを特徴とする請求項３に記載の安全コンセント。
【請求項５】
　前記昇降板の両側下方に前記ケースの内側面に密着されて上下に移動され前記ガイド突
起の側方回転を防止する上下移動ガイドが突出結合され、前記上下移動ガイドの内側面に
前記昇降板が下降される時前記第２ガイド溝を介して前記ガイド突起が通過されて前記回
転板が側方に回転されるようにする開放溝が形成されたことを特徴とする請求項４に記載
の安全コンセント。
【請求項６】
　前記回転板の上面に前記回転板の回転方向に傾斜するように突出された傾斜突起が形成
されたことを特徴とする請求項５に記載の安全コンセント。
【請求項７】
　前記昇降板の下面に前記挿入孔が下方延長されて突出された挿入孔延長管が形成され、
前記挿入孔延長管の両側面に開放形成されたスライド溝が形成され、前記回転板に前記挿
入孔の直径に対応する開閉片が形成され、前記開閉片の両側に前記スライド溝に挿入され
て上下に移動される連結片が形成されたことを特徴とする請求項４に記載の安全コンセン
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ト。
【請求項８】
　前記ケースの下面に突出されて既存のコンセントに挿入され、前記接続端子に連結され
た補助端子ピンがさらに具備されたことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一つに記
載の安全コンセント。
【請求項９】
　上面が開放され下部内側に接続端子が固定されたケース；
　前記ケースの内側に結合されて上下に移動され、電源接続用プラグの接続ピンが挿入さ
れる一つ以上の挿入孔が形成された昇降板；及び
　前記昇降板の下部側に回転自在に結合され、前記挿入孔を開閉させる開閉部材；
　プラグが前記昇降板を押して下降される時前記開閉部材が回転しながら前記挿入孔が開
放され、プラグが前記昇降板の上部側へ移動される時前記昇降板が上昇されながら前記開
閉部材が回転して前記挿入孔を閉鎖する昇降作動部材を含む安全コンセント。
【請求項１０】
　前記開閉部材は、
　リング状に形成されて前記ケースの内側面に回転自在に結合され中央部が上下に貫通さ
れた回転リングと、
　前記回転リングの中心を通過して両端が前記回転リングの両側に固定され、前記挿入孔
を閉鎖させる閉鎖片と、で構成されたことを特徴とする請求項９に記載の安全コンセント
。
【請求項１１】
　前記昇降作動部材は、
　前記昇降板の外側面に突出されたガイド突起と、
　前記ケースの内側面に垂直方向に陥没形成され、前記ガイド突起が挿入されるガイド溝
と、
　前記昇降板の下面の周縁側に突出された加圧突起と、
　前記回転リングの上面に突出され前記加圧突起が接触されて加圧突起の昇降に応じて回
転リングが回転作動されるように上面に傾斜面が形成された回転傾斜リングと、
　前記開閉部材が閉鎖位置に弾性的に回転されるようにする弾性復元部材と、を含む請求
項１０に記載の安全コンセント。
【請求項１２】
　前記ケースの内側底面に前記プラグの接続ピンと接触される接続端子が具備され、前記
ケースの下面に突出されて既存のコンセントに挿入され、前記接続端子に連結された補助
端子ピンがさらに具備されたことを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか一つに記載の
安全コンセント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラグと結合されて各種電気電子機器に電源を連結するコンセントに関し、
さらに詳しくは、プラグをコンセント側に押す作動によりコンセントとプラグが接続及び
分離されるようにした安全コンセントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、コンセントは電源を供給されて作動される各種電気及び電子製品のプラグが結
合されてコンセント側に流入された電源がプラグを介して電気、電子製品に流れていくよ
うにするもので、各種建築物の壁体に埋め込まれて施工されるか、複数のコンセントが一
体に結合されて移動自在に形成されたマルチタップなど様々な形態に利用されている。
【０００３】
　このようなコンセントは一般に前面にプラグの接続ピンが挿入される挿入孔が形成され
、挿入孔の内側に電源が連結されながら接続ピンと接触されて電流を通過させる接続端子
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が固定され、挿入孔を介してプラグの接続ピンが挿入されると、接続ピンと接続端子の物
理的な結合により電流が流れるようになっている。
【０００４】
　しかし、前記のような従来のコンセントはプラグを結合する時にはプラグをコンセント
側に押し込み、プラグを分離する時にはプラグをコンセントの外側方に引っ張って分離す
るようにしているが、これによりプラグをコンセントから分離する時、内側に機械的に引
っ掛かるか過度な力がかかる場合にはコンセントが破損されることがよく発生していた。
【０００５】
　さらに、従来のコンセントは挿入孔の内側に箸や釘などの異物の流入が容易で子供のい
たずらによる感電事故が発生する場合もよくあり、埃や湿気などが侵入して漏電及び短絡
事故が発生する場合もあった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は前記のような従来の諸問題点を解消するために創案されたものであり
、その目的はプラグをコンセント側に押す作動だけでプラグとコンセントが結合及び分離
されるようにした安全コンセントを提供することにある。
【０００７】
　また、本発明の目的は、昇降作動部の円滑な上下押し作動が行われるようにすることに
ある。
【０００８】
　また、本発明の目的は、係止溝部が係止突起の上下移動を円滑に制限しながら安定した
係止及び係止解除作動が行われるようにすることにある。
【０００９】
　また、本発明の目的は、コンセントの挿入孔を介して各種異物が流入することを防止さ
せることにある。
【００１０】
　また、本発明の目的は、簡単な構成で昇降板の上下移動に応じて回転板が円滑に回転作
動されるようにすることにある。
【００１１】
　また、本発明の目的は、昇降板が下降する時にのみ回転板が回転しながら挿入孔を開放
させることにある。
【００１２】
　また、本発明の目的は、プラグの接続ピンが挿入孔に挿入されて回転板が回転作動され
る時、回転板の回転方向に力を加えるようにすることにある。
【００１３】
　また、本発明の目的は、回転板が挿入孔の内側に挿入された状態に結合されるようにす
ることにある。
【００１４】
　また、本発明の目的は、従来のコンセントを交換することなく簡便に安全コンセントを
結合して使用することができるようにすることにある。
【００１５】
　一方、本発明の目的は、コンセントに箸などの異物が挿入される時に挿入孔が堅固に閉
鎖されながらプラグが挿入される時に開閉作動が円滑に行われるようにした安全コンセン
トを提供することにある。
【００１６】
　また、本発明の目的は、開閉部材が簡単な構造で円滑な回転作動が行われながら挿入孔
が堅固に閉鎖されるようにすることにある。
【００１７】
　また、本発明の目的は、コンセントの全体的な高さが最小化されながらも開閉部材が円
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滑に回転開閉作動されるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明は上面が開放され下部内側に接続端子が固定された
ケース；前記ケースの内側に結合されて上下に移動され、電源接続用プラグの接続ピンが
挿入される一つ以上の挿入孔が形成された昇降板；前記ケースの内部に結合され、電源接
続用プラグの接続ピンが前記挿入孔に挿入されて前記昇降板を前記ケースの内側方に下降
させると前記接続端子と接続ピンが接触された状態で前記昇降板が下降されて固定される
ようにし、前記接続端子と接続ピンが接触された状態で前記プラグを前記ケースの下方に
押すと前記昇降板が弾性的に上昇されながら前記接続端子と接続ピンが離隔されるように
する昇降作動部；を含んで構成される。
【００１９】
　また、前記昇降作動部は、前記昇降板の下面中央部に垂直下方に突出された中心軸と、
前記ケースの内側に結合され前記中心軸の下端を上下に移動自在に収容する昇降ガイドと
、前記昇降ガイドの内側に挿入されて前記中心軸を昇降ガイドの外側方に弾性支持する第
１弾性部材と、前記昇降ガイドの内側方に突出される係止突起と、前記係止突起の反対側
に突出され、前記接続ピンと接触されて前記係止突起を前記中心軸側に弾性移動させる加
圧突起と、前記中心軸の外側面に前記中心軸の下降により前記係止突起と係止固定され、
繰り返される前記中心軸の下降により前記係止突起との係止が解体される係止溝部と、で
構成されたことを特徴とする。
【００２０】
　また、前記係止溝部は、前記プラグを押す力により前記昇降板が下降しながら前記係止
突起が前記中心軸の上部側へ移動されるようにガイドする引入溝と、前記係止突起の上昇
量を制限する第１上部係止部と、前記係止突起が前記第１上部係止部に支持された状態で
前記プラグを押す力が除去され前記第１弾性部材により前記係止突起が下降される時前記
係止部の下降距離を制限する下部係止部と、前記係止突起が前記下部係止部に支持された
状態でプラグを押す力により前記係止突起が上昇される時前記係止突起の上昇距離を制限
する第２上部係止部と、前記係止突起が前記第２上部係止部に支持された状態で前記プラ
グを押す力が除去され前記第１弾性部材により前記係止突起が下降される時前記係止突起
が下部側に引出されるようにガイドする引出溝と、で構成されたことを特徴とする。
【００２１】
　また、前記昇降板の下部側に回転自在に結合されて前記挿入孔を開閉させる回転板と、
前記昇降板が下降される時前記回転板を回転させて前記挿入孔を開放させ、前記昇降板が
上昇される時前記回転板を回転させて前記挿入孔を閉鎖させる回転板作動部が備えられる
ことを特徴とする。
【００２２】
　また、前記回転板作動部は、前記回転板の両端部に突出されたガイド突起と、前記ケー
スの内側面に前記昇降板の上下移動方向に沿って陥没された第１ガイド溝と、前記第１ガ
イド溝の下部側に一側方に傾斜するように陥没された第２ガイド溝と、前記回転板の下部
側に結合され回転板を上部側に弾力支持する第２弾性部材と、で構成されたことを特徴と
する。
【００２３】
　また、前記昇降板の両側下方に前記ケースの内側面に密着されて上下に移動され前記ガ
イド突起の側方回転を防止する上下移動ガイドが突出結合され、前記上下移動ガイドの内
側面に前記昇降板が下降される時前記第２ガイド溝を介して前記ガイド突起が通過されて
前記回転板が側方に回転されるようにする開放溝が形成されたことを特徴とする。
【００２４】
　また、前記回転板の上面に前記回転板の回転方向に傾斜するように突出された傾斜突起
が形成されたことを特徴とする。
【００２５】



(6) JP 5155458 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

　また、前記昇降板の下面に前記挿入孔が下方延長されて突出された挿入孔延長管が形成
され、前記挿入孔延長管の両側面に開放形成されたスライド溝が形成され、前記回転板に
前記挿入孔の直径に対応する開閉片が形成され、前記開閉片の両側に前記スライド溝に挿
入されて上下に移動される連結片が形成されたことを特徴とする。
【００２６】
　また、前記ケースの下面に突出されて既存のコンセントに挿入され、前記接続端子に連
結された補助端子ピンがさらに備えられることを特徴とする。
【００２７】
　一方、本発明は上面が開放され下部内側に接続端子が固定されたケース；前記ケースの
内側に結合されて上下に移動され、電源接続用プラグの接続ピンが挿入される一つ以上の
挿入孔が形成された昇降板；前記昇降板の下部側に回転自在に結合され、前記挿入孔を開
閉させる開閉部材；プラグが前記昇降板を押して下降される時前記開閉部材が回転しなが
ら前記挿入孔が開放され、プラグが前記昇降板の上部側へ移動される時前記昇降板が上昇
されながら前記開閉部材が回転して前記挿入孔を閉鎖する昇降作動部材；を含んで構成さ
れる。
【００２８】
　また、前記開閉部材はリング状に形成されて前記ケースの内側面に回転自在に結合され
中央部が上下に貫通された回転リングと、前記回転リングの中心を通過して両端が前記回
転リングの両側に固定され、前記挿入孔を閉鎖させる閉鎖片と、で構成されたことを特徴
とする。
【００２９】
　また、前記昇降作動部材は、前記昇降板の外側面に突出されたガイド突起と、前記ケー
スの内側面に垂直方向に陥没形成され、前記ガイド突起が挿入されるガイド溝と、前記昇
降板の下面の周縁に沿って突出された加圧突起と、前記回転リングの上面に突出され前記
加圧突起が接触されて加圧突起の昇降に応じて回転リングが回転作動されるように上面に
傾斜面が形成された回転傾斜リングと、前記開閉部材が閉鎖位置に弾性的に回転されるよ
うにする弾性復元部材と、を含んで構成される。
【発明の効果】
【００３０】
　これに、本発明はプラグをコンセント側に押す作動だけでプラグとコンセントが結合及
び分離されるようにした安全コンセントを提供することで、片手だけでプラグとコンセン
トを結合又は分離することが可能になりプラグをコンセントに結合又は分離する作業がよ
り簡単に行われ、手の使用が不自由であるか手の力が弱い障害者や子供がプラグをコンセ
ントに結合して分離することがより簡単に行われるだけでなく、プラグをコンセントの外
側方に引っ張って分離させる時過度な力がかかることによるコンセントの破損を防止でき
る効果を持つようになる。
【００３１】
　また、本発明は昇降作動部を中心軸、昇降ガイド、第１弾性部材、係止突起、加圧突起
及び係止溝部で構成させて昇降作動部の円滑な上下押し作動が行われるようにすることで
、昇降板が上下移動過程で側方へ傾いてコンセントが破損するか故障が発生することを防
止しながらも円滑なプラグの結合及び分離作動が行われる効果を持つようになる。
【００３２】
　また、本発明は係止溝部が係止突起の上下移動を円滑に制限しながら安定した係止及び
係止解除作動が行われるようにすることで、係止溝部による昇降板の上下離脱を防止でき
るようになるとともに、係止溝部の製作が簡便に行われる効果を持つようになる。
【００３３】
　また、本発明は回転板と回転板作動部を具備してコンセントの挿入孔を介して各種異物
が流入することを防止させることで、子供のいたずらにより箸や釘などの導体が挿入孔に
挿入されて感電事故が発生することを防止できるだけでなく、埃や湿気などが異物が流入
して漏電及び短絡事故が発生することを防止できる効果を持つようになる。
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【００３４】
　また、本発明は回転板作動部がガイド突起、第１、２ガイド溝及び第２弾性部材の簡単
な構成で昇降板の上下移動に応じて回転板が円滑に回転作動されるようにすることで、追
加的な部品の使用を最小化して回転板作動部の製作が簡便に行われるだけでなく、回転板
の上下及び回転作動がスムーズかつ円滑に行われる効果を持つようになる。
【００３５】
　また、本発明は上下移動ガイドと開放溝を形成して昇降板が下降する時にのみ回転板が
回転しながら挿入孔を開放させることで、プラグが挿入されて押される時にのみ回転板が
回転して挿入孔が開放されることによって、挿入孔を介して箸や釘などの異物が投入され
る時回転板が回転して開放されることを基本的に遮断する効果を持つようになる。
【００３６】
　また、本発明は回転板の上面に傾斜突起を形成してプラグの接続ピンが挿入孔に挿入さ
れて回転板が回転作動される時回転板の回転方向に力を加えるようにすることで、回転板
に接続ピンにより過度な圧力が加えられて回転板が破損されることを減らす効果を持つよ
うになる。
【００３７】
　また、本発明は挿入孔延長管とスライド溝、開閉片及び連結片を形成して回転板が挿入
孔の内側に挿入された状態に結合されるようにすることで、挿入孔をより堅固に閉鎖でき
るようになって異物の流入をより效果的に遮断できる効果を持つようになる。
【００３８】
　また、本発明は補助端子ピンを具備して従来のコンセントを交換することなく簡便に安
全コンセントを結合して使用することができるようにすることで、安全コンセントを使用
するために従来のコンセントを交換しなければならなかった手間を減らす効果を持つよう
になる。
【００３９】
　一方、本発明はコンセントに箸などの異物が挿入される時挿入孔が堅固に閉鎖されなが
らプラグが挿入される時開閉作動が円滑に行われるようにした安全コンセントを提供する
ことで、子供等のいたずらにより箸や釘などの導体が挿入孔に挿入されて感電事故が発生
することを防止できるだけでなく、埃や湿気などが異物が流入して漏電及び短絡事故が発
生することを防止できる効果を持つようになる。
【００４０】
　また、本発明は開閉部材が回転リングと閉鎖片の簡単な構造で円滑な回転作動が行われ
ながら挿入孔が堅固に閉鎖されるようにすることで、コンセントの製作に要する部品が最
小化されて製作が簡便に行われる効果を持つようになる。
【００４１】
　また、本発明は昇降作動部材がガイド突起、ガイド溝、加圧突起、回転傾斜リング及び
弾性復元部材で構成されるようにしてコンセントの全体的な高さが最小化されながらも開
閉部材が円滑に回転開閉作動されるようにすることで、コンセントの設置空間に制約を受
けることを減らすことができる効果を持つようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の第１実施例を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例を示す分解斜視図である。
【図３】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の切開斜視図である。
【図４】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の切開斜視図である。
【図５】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の切開斜視図である。
【図６】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の切開斜視図である。
【図７】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の切開斜視図である。
【図８】係止溝部の拡大斜視図である。
【図９】係止溝部の係止及び係止解除過程を示す要部の正面図である。
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【図１０】係止溝部の係止及び係止解除過程を示す要部の正面図である。
【図１１】係止溝部の係止及び係止解除過程を示す要部の正面図である。
【図１２】係止溝部の係止及び係止解除過程を示す要部の正面図である。
【図１３】係止溝部の係止及び係止解除過程を示す要部の正面図である。
【図１４】要部の分解斜視図である。
【図１５】要部の結合斜視図である。
【図１６】本発明の第３実施例を示す斜視図である。
【図１７】本発明の第４実施例を示す分解斜視図である。
【図１８】本発明の第４実施例を示す分解斜視図である。
【図１９】第４実施例を示す結合斜視図である。
【図２０】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の縦断面図である。
【図２１】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の縦断面図である。
【図２２】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の縦断面図である。
【図２３】コンセントとプラグの結合過程を示す要部の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付された図面を参照してより詳しく説明すれば次の
とおりである。
【００４４】
　図１乃至図２は、本発明の第１実施例を示す図であり、図１及び図２は、本発明の第１
実施例を示す分解斜視図で、図３乃至図７は、本発明の第１実施例による作動状態を示す
図である、図３乃至図７は、コンセントとプラグ１の結合過程を示す要部の切開斜視図で
あり、図８乃至図１３は、本発明の係止溝部２３の作動過程を示す図である、図８は、係
止溝部２３の拡大斜視図で、図９乃至図１３は、係止溝部２３の係止及び係止解除過程を
示す要部の正面図である。
【００４５】
　図１乃至図２に示すように本発明は各種電気、電子機器に電源を連結させるプラグ１を
コンセントに結合するかコンセントから分離する時プラグ１をコンセント側に押す作動だ
けでプラグ１とコンセントの結合が行われるか分離されるようにした安全コンセントに関
し、内側にプラグ１の接続ピン２と接触されて電源が連結される接続端子１１が具備され
たケース１０と、ケース１０の上部側で上下に移動される昇降板２０と、昇降板２０がコ
ンセント側に押される作動によりプラグ１の接続ピン２とコンセントの接続端子１１が結
合又は分離されるようにする昇降作動部３０と、で構成される。
【００４６】
　前記ケース１０は後述する昇降板２０が上下に移動される空間を形成するとともに電流
が流れる接続端子１１とプラグ１の接続ピン２が外部に露出されて感電事故が発生するこ
とを防止させるものであり、電気絶縁性を有する通常の合成樹脂材で形成され、上面が開
放されるようにしてその内側に昇降板２０が結合されながらプラグ１が昇降板２０に密着
されて結合されるようにする。
【００４７】
　また、前記ケース１０の内側底面には電源が連結されながらプラグ１の接続ピン２が挿
入されて結合される一つ以上の接続端子１１が固定されるようにして接続端子１１と接続
ピン２の物理的接触により電流が接続端子１１を介して接続ピン２側に流れるようにする
。
【００４８】
　前記昇降板２０は上述したケース１０の上面開放部を閉鎖するとともに上下に移動しな
がらプラグ１の接続ピン２とケース１０内部に固定された接続端子１１が接触及び分離さ
れるようにするものであり、電気絶縁性を有する板材で形成され、上下に貫通された一つ
以上の挿入孔２１を形成してプラグ１の接続ピン２が挿入孔２１を介してケース１０の内
側に挿入されるようにし、前記ケース１０の内側面に沿って上下に移動するようにする。
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【００４９】
　前記昇降作動部３０はプラグ１の接続ピン２が上述した挿入孔２１に挿入された状態で
プラグ１をケース１０の内側に繰り返し押す作動により接続ピン２と接続端子１１を接触
又は離隔させる作動が行われるようにするものであり、昇降板２０の下面中央部に垂直下
方に突出された中心軸２２と、前記ケースの内側に結合され前記中心軸の下端を上下に移
動自在に収容する昇降ガイド３１と、前記昇降ガイド３１の内側に挿入されて前記中心軸
２２を昇降ガイド３１の外側方に弾性的に支持する第１弾性部材３２と、前記昇降ガイド
３１の内側方に突出される係止突起３１１と、前記係止突起３１１の反対側に突出されて
プラグ１の接続ピン２と接触される加圧突起３１２と、前記係止突起３１１が中心軸２２
の繰り返される下降により下降された状態で係止及び係止解除されるようにする係止溝部
２３と、で構成される。
【００５０】
　前記中心軸２２は前記昇降板２０の下面中央部に突出形成されて昇降板２０の上下移動
をガイドするとともに昇降板２０が支持されるようにし、前記昇降ガイド３１は前記ケー
ス１０の内側中央部に陥没形成されて前記中心軸２２の下端が上下移動自在に収容される
ようにして昇降板２０が上下に移動される時中心軸２２の下端部が前記昇降ガイド３１の
内側面に沿って上下に移動しながら昇降板２０の位置がずれることを防止する。
【００５１】
　前記第１弾性部材３２は前記昇降板２０がケース１０の外側方に弾力支持されるように
するものであり通常のコイルスプリングなどで構成され上述した昇降ガイド３１の内部に
挿入されて両端がそれぞれ昇降ガイド３１の内側底面及び中心軸２２の下面を支持するよ
うにすることで、昇降板２０がケース１０の外側方に弾性により速かに移動されるように
する。
【００５２】
　前記係止突起３１１は前記昇降板２０が下降してプラグ１の接続ピン２とケース１０に
固定された接続端子１１が接触された状態で昇降板２０が下降された位置に固定されるよ
うにするものであり、上述した昇降ガイド３１の上端部に前記中心軸２２側に突出配置さ
れながら中心軸２２側に弾性的に移動されるようにし、後述する係止溝部２３との結合に
より昇降板２０が下降された状態で係止固定されるか係止が解除されるようにする。
【００５３】
　前記加圧突起３１２は上述したプラグ１の接続ピン２が挿入孔２１の内部に挿入された
後、昇降板２０が下降される時接続ピン２と接触されて前記係止突起３１１を中心軸２２
側へ移動させるものであり、前記係止突起３１１の反対側に突出形成される。
【００５４】
　前記係止溝部２３は前記中心軸２２の外側面に突出及び陥没形成されて中心軸２２が下
降することによって係止突起３１１と係止溝部２３が係止固定され、中心軸２２が再度下
降する時係止突起３１１との係止が解除されながら昇降板２０が上述した第１弾性部材３
２の弾性によりケース１０の上部側へ移動されるようにする。
【００５５】
　この時、前記係止溝部２３は図８に示すように上述した中心軸２２の外側面に昇降板２
０が下降しながら係止突起３１１が係止溝部２３側に挿入されるように案内する引入溝２
３１、中心軸２２を基準に係止突起３１１の上昇量を制限する第１上部係止部２３２、プ
ラグ１を押す力が除去される時第１弾性部材３２の弾性により昇降板２０が上昇しながら
係止突起３１１が係止固定される下部係止部２３３、下部係止部２３３に係止突起３１１
が係止固定された状態でプラグ１を押す時係止突起３１１の上昇距離を制限する第２上部
係止部２３４及びプラグ１を押す力が除去される時第１弾性部材３２の弾性で係止突起３
１１が係止溝部２３から離脱するように案内する引出溝２３５で構成されるようにするこ
とが好ましい。
【００５６】
　これにより、図３乃至図７及び図９乃至図１３に示すようにプラグ１をコンセントに結
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合する時、まずはプラグ１の接続ピン２を昇降板２０の挿入孔２１に挿入した後、プラグ
１を昇降板２０側に押すと昇降板２０が下降するようになり、これとともに中心軸２２の
下端が昇降ガイド３１の内部に挿入された状態から下部側へ滑り落ちるようになる。
【００５７】
　次いで、プラグ１の接続ピン２が加圧突起３１２と接触すると、加圧突起３１２の反対
側に突出された係止突起３１１が中心軸２２に密着され、持続的な下降により係止突起３
１１が中心軸２２の外側面に形成された引入溝２３１に沿って挿入されて係止溝部２３の
内側に流入され最終的に係止突起３１１が第１上部係止部２３２と当接しながら昇降板２
０の追加的な下降が停止するとともに、接続ピン２と接続端子１１の接触が行われるよう
になる。
【００５８】
　この状態で使用者がプラグ１を押す力を除去すると、第１弾性部材３２の弾性により中
心軸２２が上部側に押し上げられるが、この時係止突起３１１が下部係止部２３３に係止
固定されながら昇降板２０の追加的な上昇を制限するようになってプラグ１の接続ピン２
とケース１０の内部に固定された接続端子１１の接触状態が維持されなりながら電源が連
結される。
【００５９】
　プラグ１とコンセントを分離する時にはプラグ１とコンセントが結合された状態でプラ
グ１を再度ケース１０の内側方に押すと昇降板２０が下降されるとともに上述した係止突
起３１１は中心軸２２を基準に上昇するようになり、この時係止突起３１１が第２上部係
止部２３４に係止固定されながら昇降板２０の追加的な下降が止まるようになる。
【００６０】
　また、上記のように係止突起３１１が第２上部係止部２３４に支持された状態で使用者
がプラグ１を押す力を除去すると、係止突起３１１が引出溝２３５に沿って係止溝部２３
から完全に離脱し、その後、第１弾性部材３２の弾性により昇降板２０が上昇しながら接
続ピン２と接続端子１１が完全に分離されて電源の連結が解除されることによって、プラ
グ１をコンセント側に繰り返して押す作動だけでもプラグ１とコンセントの結合及び分離
が行われるようになる。
【００６１】
　また、上述した係止突起３１１は接続ピン２が加圧突起３１２を押す時にのみ中心軸２
２に陥没された係止溝部２３の内側に挿入されるようにし、接続ピン２が加圧突起３１２
を押さない時には係止突起３１１が係止溝部２３に係止固定されないようにすることで、
プラグ１が挿入されない状態で昇降板２０のみがケース１０の内側方に押されている状態
では昇降板２０が第１弾性部材３２の弾性により再びケース１０の外側方に押し出される
ようにすることが好ましい。
【００６２】
　これにより、正常なプラグ１以外の他の外力により昇降板２０が押し込まれる場合に昇
降板２０が下降されて固定されることを防止できるようになりコンセントのより安全な使
用が可能になるだけでなく、使用者が強制的にプラグ１をコンセントの外側方に引っ張っ
て分離する場合にも昇降板が速かに元の位置に復帰できるだけでなく、接続ピン２が接続
端子１１と正常に接触されていないため接続ピン２と接続端子１１の間にスパークが発生
することを基本的に防止できるようになる。
【００６３】
　さらに、上述した昇降板２０の下面中央には昇降板２０に回転自在に結合されて昇降板
２０の上下移動に応じて共に移動及び回転しながら昇降板２０の挿入孔２１を開閉させる
回転板４０が備えられるようにし、上述したケース１０の内側にはプラグ１が挿入されて
昇降板２０が下降される時回転板４０を回転させて挿入孔２１を開放し、プラグ１を分離
するために昇降板２０が上昇される時挿入孔２１を閉鎖させる回転板作動部５０が備えら
れるようにする。
【００６４】
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　前記回転板４０は上述した昇降板２０の直径に対応する長さの板状に形成させ、上述し
た挿入孔２１の直径より広い幅に形成させ、中央部に回転軸を形成させて昇降板２０の下
面に回転自在に結合されるようにすることで、回転板４０が昇降板２０の側方に回転しな
がら挿入孔２１を開放又は閉鎖するようにして挿入孔２１を介して箸などの導体が挿入さ
れることによる感電事故を防止させるだけでなく、埃などの異物の流入による漏電及び短
絡事故を防止する。
【００６５】
　前記回転板作動部５０は前記昇降板２０の上下移動に応じて前記回転板４０を回転させ
て挿入孔２１が開閉作動されるようにするものであり、上述した回転板４０の両端部に突
出されるガイド突起４１と、前記ケース１０の内側面に陥没形成され、前記昇降板２０の
上下移動方向に沿って垂直方向に陥没された第１ガイド溝１２と、前記第１ガイド溝１２
の下部側に延長されて形成され一側方に傾斜するように陥没された第２ガイド溝１３と、
前記回転板４０の下部側に結合され回転板４０をケース１０の上部側に弾力支持する第２
弾性部材５１と、で構成される。
【００６６】
　これにより、コンセントを組み立てる時前記第１ガイド溝１２は回転板４０が挿入孔２
１を閉鎖させる位置で上述したガイド突起４１が挿入されて結合されるようにすると、昇
降板２０が下降しながらガイド突起４１が第１ガイド溝１２に沿って下降される時には回
転板４０が回転しないので挿入孔２１を閉鎖させた状態を維持した状態で下降するように
なる。
【００６７】
　その後、昇降板２０が追加的に下降しながらガイド突起４１が第２ガイド溝１３に沿っ
て移動する時にはガイド突起４１がケース１０を基準に側方に下向傾斜するように移動さ
れ、これにより回転板４０が回転しながら挿入孔２１を開放してプラグ１の接続ピン２が
回転板４０を通過してケース１０内部の接続端子１１に結合されるようになる。
【００６８】
　さらに、プラグ１とコンセントが分離されながら昇降板２０が上昇される時には回転板
４０のガイド突起４１が再度第２ガイド溝１３に沿って移動しながら再度挿入溝を閉鎖す
るようになり、この時通常のコイルスプリングなどで構成された第２弾性部材５１により
回転板４０が弾力的に上昇されながらより円滑な回転が行われるようになる。
【００６９】
　次いで、ガイド突起４１が第１ガイド溝１２側に挿入されると、回転板４０により挿入
孔２１が完全に閉鎖されながら再度挿入孔２１を介して各種異物が流入することを防止で
きるようになる。
【００７０】
　さらに、上述した昇降板２０の両側下方にはケース１０の内側面に密着されて上下に移
動される上下移動ガイド２４を形成し、前記上下移動ガイド２４の内側面には上述したガ
イド突起４１が側方に回転する時ガイド突起４１が通過されるように側方に開放された開
放溝２４１が形成されるようにする。
【００７１】
　これにより、昇降板２０が下降されていない状態で箸や釘などの異物が挿入孔２１に投
入されて回転板４０を押す時にはガイド突起４１が第１ガイド溝１２を介して下降された
後側方に回転される時前記上下移動ガイド２４に引っ掛かるようになって側方回転が制限
されて挿入孔２１が開放されることを防止できるようになる。
【００７２】
　また、プラグ１の接続ピン２が挿入孔２１に挿入されてプラグ１が昇降板２０の全体を
押す時には上下移動ガイド２４が共に下降しながら開放溝２４１が第２ガイド溝１３を開
放してガイド突起４１が第２ガイド溝１３を介して側方に回転されることが可能になり子
供のいたずらなどによる感電事故をより效果的に防止できるようになる。
【００７３】
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　さらに、上述した回転板４０の上面には上面が前記回転板４０の回転方向に傾斜するよ
うに突出された傾斜突起４２を形成することで、ガイド突起４１が上述した第２ガイド溝
１３に沿って移動する時、プラグ１の接続ピン２が回転板４０を側方に押し出しながら回
転させる作動がより円滑に行われるだけでなく、回転板４０に過度な圧力が加えられるこ
とによる回転板４０の破損を防止できるようにすることが好ましい。
【００７４】
　この時、上述した傾斜突起４２は前記挿入孔２１の直径に対応する直径に形成されて回
転板４０の両側上面に突出形成されるようにすることが好ましいが、回転中心を基準にし
た回転板４０の両側上面全体に傾斜面が形成されるようにしてもよい。
【００７５】
　さらに、上述した回転板４０の下面及びこれと当接する昇降ガイド３１の隙間の空間に
は回転板４０の円滑な回転のためのブッシング５２を挿入してもよい。
【００７６】
　さらに、上述した挿入孔２１は図示のように韓国国内で使用される通常の２２０Ｖ用コ
ンセントに対応するように一対が形成されるようにしてもよく、各国毎に使用されるプラ
グ１の形状が異なることを考慮して挿入孔２１の数及び形状を様々に変形して使用しても
よい。
【００７７】
　図１４乃至図１５は、本発明の第２実施例を示す図で、図１４は、要部の分解斜視図で
、図１５は、要部の結合斜視図であり、本実施例では上述した第１実施例の構成要素をす
べて含むが、上述した昇降板２０の下面には上述した挿入孔２１の外側の周縁に沿って下
方延長されて突出された挿入孔延長管２５を形成させ、前記挿入孔延長管２５の両側面に
は上下に開放されたスライド溝２６を形成させ、前記回転板４０に前記挿入孔２１の直径
に対応する開閉片４３を形成させ、前記開閉片４３の両側には前記スライド溝２６に挿入
されて上下に移動される連結片４４を形成させる。
【００７８】
　この時、上述した回転板４０は昇降板２０と分離されて上下に移動しながら側方に回転
作動されるようにすることが好ましく、上記のように構成されることで、コンセントから
プラグ１が分離される時には回転板４０及び昇降板２０が上昇しながら回転板４０の連結
片４４がスライド溝２６に挿入されるとともに開閉片４３が挿入孔延長管２５の内部に挿
入配置されることによって、挿入孔２１をより堅固に遮断できるようになって埃などの異
物が挿入孔２１を介してケース１０の内部側に流入することをより效果的に防止できるよ
うになる。
【００７９】
　さらに、上述したように構成された安全コンセントを複数個が一体に結合されるように
して通常のマルチタップなどに利用されるようにしてもよい。
【００８０】
　図１６は、本発明の第３実施例を示す斜視図で、本実施例では上述した第１実施例又は
第２実施例の構成要素をすべて含むが、上述したケース１０の下面には既存に設置された
コンセントに本発明による安全コンセントが追加的に結合されて使用されるようにするた
めに上述した接続端子１１と電気的に連結された補助端子ピン６０が突出結合されるよう
にする。
【００８１】
　この時、上述した補助端子ピン６０は上述した挿入溝に挿入されて結合されるプラグ１
の接続ピン２の形状と同じ形状に形成させることで、既存のコンセントに本発明による安
全コンセントを簡便に追加的に結合して使用できるようになる。
【００８２】
　図１７乃至図１９は、本発明の第４実施例を示す図であり、図１７及び図１８は、本発
明の第４実施例を示す分解斜視図で、図１９は、第４実施例を示す結合斜視図で、図２０
乃至図２３は、本発明の第４実施例による作動状態を示す図で、図２０乃至図２３は、コ
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ンセントとプラグ１の結合過程を示す要部の縦断面図である。
【００８３】
　本実施例では図１７乃至図１９に示すように簡単な構成でコンセントの全体的な高さが
最小化されながらプラグ１がコンセントと分離された状態でコンセントの内部側へ異物が
流入することを防止させるために上面が開放されたケース１０の内側上部に上下に移動さ
れる昇降板２０が結合されるようにし、前記昇降板２０の下部側に側方に回転自在に結合
されて昇降板２０に形成された挿入孔２１を開閉させる開閉部材７０が備えられるように
し、プラグ１が昇降板２０を押して下降される時前記開閉部材７０が回転して挿入孔２１
が開放されるようにし、プラグ１が結合された状態で昇降板２０が上昇される時には開閉
部材７０が回転しながら挿入孔２１を閉鎖する昇降作動部材８０で構成されるようにする
。
【００８４】
　前記ケース１０はコンセントの外側面に配置されて内部の各種部品が一体に結合される
ようにするだけでなく、プラグ１の接続ピン２及びこれと接続されるコンセント内部の接
続端子（図示せず）が外部に露出されることを防止するものであり、内側面に上面が開放
された円筒状の空間が形成されるようにする。
【００８５】
　前記昇降板２０は前記ケース１０の上面開放部に結合されてケース１０の内側面に沿っ
て上下に移動させ、上下に貫通された複数の挿入孔２１を形成してプラグ１の接続ピン２
が挿入孔２１を介してケース１０の内側に挿入されるようにし、後述する開閉部材７０と
噛み合い結合されて昇降板２０の上下移動により開閉部材７０が回転しながら挿入孔２１
を開閉するようにする。
【００８６】
　前記開閉部材７０は上述したケース１０の内側に前記昇降板２０の下部側に回転自在に
結合されて側方に回転しながら挿入孔２１を開閉させるものであり、前記ケース１０の内
側面に密着されるリング状の回転リング７１と、前記回転リング７１の中心を通過して両
端部がそれぞれ前記回転リング７１の両側に固定され、前記挿入孔２１の下面を閉鎖させ
る閉鎖片７２で構成される。
【００８７】
　前記昇降作動部材８０はプラグ１が結合されながら上述した昇降板２０がケース１０の
内部側に下降することによって前記開閉部材７０を回転させて挿入孔２１を開放させ、プ
ラグ１がコンセントから分離される時昇降板２０が上昇しながら開閉部材７０を反対方向
に回転させて再度挿入孔２１が閉鎖されるようにするものであり、前記昇降板２０の外側
面に突出される一つ以上のガイド突起２７と、前記ケース１０の内側面に垂直方向に陥没
されて前記ガイド突起２７が挿入されるガイド溝１４と、前記昇降板２０の下面に突出さ
れた加圧突起２８と、前記回転リング７１の上面に突出されて前記加圧突起２８と接触さ
れる回転傾斜リング７３と、前記開閉部材７０を挿入孔２１を閉鎖する位置に弾性回転さ
せる弾性復元部材８１と、で構成される。
【００８８】
　前記ガイド突起２７は昇降板２０の外側方に突出されて昇降板２０が側方に回転するこ
とを防止するとともに所定位置で上下に移動するようにし、前記ガイド溝１４は昇降板２
０の上下移動距離に対応する長さにケース１０の内側面に陥没されて形成されるようにす
る。
【００８９】
　前記加圧突起２８は前記昇降板２０の下面の周縁側に下方に突出形成され、前記回転傾
斜リング７３は前記回転リング７１の上面に沿って傾斜するように突出させて昇降板２０
の下降により加圧突起２８が下降されながら回転傾斜リング７３を側方に押し出して回転
リング７１が回転作動されるようにする。
【００９０】
　さらに、前記ケース１０の内側には一端が前記ケース１０に支持され他端が開閉部材７
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閉部材７０がケース１０の内部に結合される時挿入孔２１を閉鎖する位置に弾性支持され
るようにする。
【００９１】
　これにより、図２０乃至図２３に示すようにプラグ１をコンセントに結合する時には挿
入孔２１にプラグ１の接続ピン２を挿入した後、プラグ１をケース１０の内側方に押すと
昇降板２０がケース１０の内側に下降するようになり、これとともに昇降板２０の下面に
結合された加圧突起２８が回転傾斜リング７３を押しながら回転傾斜リング７３を側方に
押し出すようになって開閉部材７０が全体的に側方に回転するようになる。
【００９２】
　次いで、開閉部材７０が回転されることによって閉鎖片７２が回転しながら挿入孔２１
の下方を開放するようになり、回転リング７１と閉鎖片７２の間の空間が挿入孔２１の下
面に配置されながらこの空間を介してプラグ１の接続ピン２が開閉部材７０の下方に下降
しながらケース１０の内部に結合された接続端子との接触が可能になる。
【００９３】
　これとは逆に、プラグ１をコンセントから分離する時にはプラグ１をコンセントの外側
方に引っ張ると昇降板２０が上昇しながら弾性復元部材８１の弾性により開閉部材７０が
逆方向に回転し、接続ピン２が挿入孔２１から完全に離脱すると開閉部材７０の閉鎖片７
２が挿入孔２１を閉鎖する最初の位置に回転しながら再度挿入孔２１を閉鎖するようにな
る。
【００９４】
　これにより、挿入孔２１に箸や釘などの異物を挿入する時には閉鎖片７２が挿入孔２１
を堅固に閉鎖できるようになるだけでなく、プラグ１が結合されて昇降板２０を押す時に
のみ開閉部材７０が回転しながら挿入孔２１を開放するようになるので感電事故をより效
果的に防止できるようになる。
【００９５】
　さらに、前記ケース１０の上面には昇降板２０の離脱が防止されるように前記昇降板２
０より狭い直径の離脱防止リング１５を結合して昇降板２０の上下移動過程で昇降板２０
がケース１０から離脱されることによる誤作動及び故障を防止させることが好ましい。
【００９６】
　さらに、本実施例でも第３実施例と同様に上述したケース１０の内部に接続ピン２と接
触される接続端子を結合するが、ケース１０の下面には既存に設置されたコンセントに本
発明による安全コンセントが追加的に結合されて使用されるようにするために上述した接
続端子と電気的に連結された補助端子ピンが突出結合されるようにしてもよい。
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